
　（平成３０年告示第1068号）

Ｎｏ．1

（１） （２） （３） （４）

　次の写真を付して、「BULL」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「とこ
ろてん2」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「淫乱
とろまん」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Love's Herb 2018」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真に示すとおり、
「pussy juice」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、「420」
と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「sex
flavour」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「R」の名
称で販売される製品であって、
その内容物が液体のもの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真に示すとおり、「濃
厚」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「ケツ
拝」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「欲性
パウダー」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、「SEX
TIME」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真に示すとおり、
「GANMA688」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真を付して、「MP01
スーパーレモンヘイズ ソ
リッド状」の名称で販売され
る製品であって、その内容物
が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP01
スーパーレモンヘイズ ソリッド
状」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真を付して、「MP01
スーパーレモンヘイズ ソリッド
状」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。
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（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真を付して、「MP02
フィーリング ソリッド状」の名称
で販売される製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP02
フィーリング ソリッド状」
の名称で販売される製品で
あって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真を付して、「MP03 ス
カル 420 ソリッド状」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP03 ス
カル 420 ソリッド状」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真を付して、「MP03 ス
カル 420 ソリッド状」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP04 ア
ラジン ソリッド状」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP04 ア
ラジン ソリッド状」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP05 ゾ
ンビ ソリッド」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真を付して、「MP05 ゾ
ンビ ソリッド」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP06 ス
ネイク ソリッド状」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP06 ス
ネイク ソリッド状」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP07 ス
パイラル ソリッド状」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真を付して、「MP07 ス
パイラル ソリッド状」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP08
スーパーレモンヘイズ XTC
TROPCAL ソリッド状」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP08
スーパーレモンヘイズ XTC
TROPCAL ソリッド状」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MP09
PANDORA（パンドラ）ソリッド状」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真を付して、「MP09
PANDORA（パンドラ）ソリッド状」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「MP09
PANDORA（パンドラ）ソリッド状」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「MP10
aladdin ACE（アラジンエース）ソ
リッド状」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「MP10
aladdin ACE（アラジンエース）ソ
リッド状」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真を付して、「MP11
HOT STUFF（ホットスタッフ）ソ
リッド状」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「MP11
HOT STUFF（ホットスタッフ）ソ
リッド状」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「MP11
HOT STUFF（ホットスタッフ）ソ
リッド状」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「MP12 ス
パイラルプレミアム ソリッド状」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真を付して、「MP12 ス
パイラルプレミアム ソリッド状」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP13ストロベリーヘイズ
(Strawberry Haze) ソリッド」の名称で
販売される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP13ストロベリーヘイズ
(Strawberry Haze) ソリッド」の名称で
販売される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP14スーパーシルバーヘイ
ズ(Super Silver Haze) ソリッド状」の
名称で販売される製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP14スーパーシルバーヘイ
ズ(Super Silver Haze) ソリッド状」の
名称で販売される製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP14スーパーシルバーヘイ
ズ(Super Silver Haze) ソリッド状」の
名称で販売される製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP15チョコレート・タイ
(Chocolate Thai) ソリッド状」の名称
で販売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP15チョコレート・タイ
(Chocolate Thai) ソリッド状」の名称
で販売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。
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（４９） （５０） （５１） （５２）

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP15チョコレート・タイ
(Chocolate Thai) ソリッド状」の名称
で販売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP16ダーバン・ポイズン
(Durban Poison) ソリッド状」の名称
で販売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP16ダーバン・ポイズン
(Durban Poison) ソリッド状」の名称
で販売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP17クッキークシュ
(Cookies Kush) ソリッド状」の名
称で販売される製品であって、
その内容物が植物片のもの。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP17クッキークシュ
(Cookies Kush) ソリッド状」の名
称で販売される製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP18ノーザンライツ
（Northern Lights）ソリッド状」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP18ノーザンライツ
（Northern Lights）ソリッド状」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP19ダイアモンドガー
ル2（Diamond Girl）ソリッド状」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（５７） （５８） （５９） （６０）
　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ MP19ダイアモンドガー
ル2（Diamond Girl）ソリッド状」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「MP21
Research chemical B」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP21
Research chemical B」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP22
Research chemical C」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

（６１） （６２） （６３） （６４）

　次の写真を付して、「MP22
Research chemical C」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP23
Research chemical D」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP23
Research chemical D」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、
「MP24Research chemical E
+UP」の名称で販売される製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　（平成３０年告示第1068号）
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（６５） （６６） （６７） （６８）

　次の写真を付して、
「MP24Research chemical E
+UP」の名称で販売される製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真を付して、「MP25
Research chemical F」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP25
Research chemical F」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP26
Research chemical G」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

（６９） （７０） （７１） （７２）

　次の写真を付して、「MP26
Research chemical G」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP27
Research chemical H」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP27
Research chemical H」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP28
Research chemical Ketamine
analogue②」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

（７３） （７４） （７５） （７６）

　次の写真を付して、「MP28
Research chemical Ketamine
analogue②」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP31エ
クスタシーセックス」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP31エ
クスタシーセックス」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP31エ
クスタシーセックス」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が液体のもの。

（７７） （７８） （７９） （８０）

　次の写真を付して、「MP32エ
クスタシーウエーブ スリー」の名
称で販売される製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP32エ
クスタシーウエーブ スリー」の名
称で販売される製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP32エ
クスタシーウエーブ スリー」の名
称で販売される製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP33エ
クスタシーセックス2」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が液体のもの。

　（平成３０年告示第1068号）
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（８１） （８２） （８３） （８４）

　次の写真を付して、「MP33エ
クスタシーセックス2」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP34 エ
クスタシーセックス3」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP34 エ
クスタシーセックス3」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP35 クリ
スタルアイス」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

（８５） （８６） （８７） （８８）

　次の写真を付して、「MP35 クリ
スタルアイス」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真を付して、「MP35 クリ
スタルアイス」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真を付して、「MP36 クリ
スタルスピード」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP36 クリ
スタルスピード」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が液体のもの。

（８９） （９０） （９１） （９２）

　次の写真を付して、「MP37 クリ
スタルアッパー」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP37 クリ
スタルアッパー」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP38 ス
ピードメス」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真を付して、「MP38 ス
ピードメス」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（９３） （９４） （９５） （９６）

　次の写真を付して、「MP41 カ
チノンラブ」の名称で販売される
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真を付して、「MP41 カ
チノンラブ」の名称で販売される
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真を付して、「MP41 カ
チノンラブ」の名称で販売される
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真を付して、「MP42 ス
ピードラッシュ」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　（平成３０年告示第1068号）
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（９７） （９８） （９９） （１００）

　次の写真を付して、「MP42 ス
ピードラッシュ」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP43 ス
ピードラッシュ2」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP43 ス
ピードラッシュ2」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP44 ス
ピードラッシュ3」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が粉末のもの。

（１０１） （１０２） （１０３） （１０４）

　次の写真を付して、「MP44 ス
ピードラッシュ3」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP45 ス
ピードアイス」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP45 ス
ピードアイス」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP45 ス
ピードアイス」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

（１０５） （１０６） （１０７） （１０８）

　次の写真を付して、「MP46 ス
ピードアイス2」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP46 ス
ピードアイス2」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP47 ス
ピードアイス3」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP47 ス
ピードアイス3」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が粉末のもの。

（１０９） （１１０） （１１１） （１１２）

　次の写真に示すとおり、
「Natural Upper」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Parfait Sexy Drip」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「MIAMI GP」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Royal」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　（平成３０年告示第1068号）



平成３０年１０月２日指定　知事監視製品一覧
NO.8

（１１３） （１１４） （１１５） （１１６）

　次の写真を付して、「GOOL
（ゴール）」の名称で販売される
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「ヌル
パコマスター」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Hyper Diamond Spark」と表示
のある製品であって、その内容
物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「CORE Bomber」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

（１１７） （１１８） （１１９） （１２０）

　次の写真に示すとおり、
「PANDORA<S> Ver.11」と表示
のある製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Erotic Angel」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、「Gin
Gin ばなな」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Cyclone Magnum」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

（１２１） （１２２） （１２３） （１２４）

　次の写真に示すとおり、「Fuck
Me」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Infinitty sexual」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「MD4
clear」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「RODEO BITCH」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（１２５） （１２６） （１２７） （１２８）

　次の写真に示すとおり、
「Erotical Shower」と表示のある
製品であって、その内容物が固
体のもの。

　次の写真を付して、「アナル
フィ 濡穴」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Sex
Captive」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Mystery」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　（平成３０年告示第1068号）



平成３０年１０月２日指定　知事監視製品一覧
NO.9

（１２９） （１３０） （１３１） （１３２）

　次の写真に示すとおり、「昇天
DIVER」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「潮吹
きんちゃん」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「夏濡
姫」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「グ
チョMAX」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（１３３） （１３４） （１３５） （１３６）

　次の写真に示すとおり、
「EROTIC Spector」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「Lick
Machine」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Secret Summer」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Bachelor Party」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

（１３７） （１３８） （１３９） （１４０）

　次の写真に示すとおり、「F -
ZERO」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Surf
& Love」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「DENKI SHOCK」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Crazy BREEZE」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

（１４１） （１４２）

　次の写真に示すとおり、
「Casanova -Natural-」と表示の
ある製品であって、その内容物
が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Hoppy Pine」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　（平成３０年告示第1068号）


